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２０１9 年度（第１6 期）長拳公認Ｂ・Ｃ級指導員認定 

実 施 要 綱 
２０１9 年５月２５日 

公益社団法人日本武術太極拳連盟 

下記に基づいて本年度の長拳公認Ｂ・Ｃ級指導員養成講習会・認定試験を実施する。 

 

記 

 

１．開催日程： ２０１9 年度前期に日本武術太極拳連盟が下記の日程および会場で実施する。 

 

８月１１・１２日（日・月祝）   

会場：日本連盟トレーニングセンター 

住所：〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-9-4 

 

２．実施内容： 日曜日の午後、夜に学科の講習と認定試験を実施する。 

月曜日の午前、午後に実技講習と特別講習会を実施する。 

 

 １）学科講習：下記の試験範囲で行う。 

 Ｃ級指導員認定  テキスト増補改訂版『普及用長拳』（ピンクの表紙）、 

配布の資料を教材として使用。 

 Ｂ級指導員認定  テキスト増補改訂版『普及用長拳』（ピンクの表紙）、 

              テキスト『初級長拳・入門棍術テキスト』、 

配布の資料を教材として使用。 

 

 ２）認定試験：下記の試験を行う。 

Ｃ級指導員認定 

    ① 学科試験：テキスト増補改訂版『普及用長拳』（ピンクの表紙）と配布資料の中から出題する。 

    ② 指導要領試験：モデル演武を見て、問題点の指摘を択一式回答方式により試験する。 

   Ｂ級指導員認定 

    ① 学科試験：テキスト増補改訂版『普及用長拳』（ピンクの表紙）及び『初級長拳・入門棍術テキスト』と配布資料

の中から出題する。 

    ② 指導要領試験：モデル演武を見て、問題点の指摘を択一式回答方式により試験する。 

 

 ３）実技講習・特別講習：下記の内容について行う。 

① 長拳槍術の基本動作と基本的な組合せの動作を練習し、長拳槍術を学習する。 

② ①を元に初級槍術の套路を学習する。 

 

３．受験資格 

   Ｃ級指導員認定：  

・ ２０１9 年４月１日現在１８歳以上。 

・ 指導歴１年以上。 

・ 長拳普及指導員の資格を有すること。 

・ 長拳技能検定２級以上を取得していること。 

   Ｂ級指導員認定：  

・ ２０１9 年４月１日現在１８歳以上。 

・ 指導歴２年以上。 
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・ 長拳公認Ｃ級指導員の資格を有すること。 

   ・ 長拳技能検定１級を取得していること。 

４．認定機関：日本連盟専門委員会のジュニア普及委員会が認定委員を委嘱・派遣し実施する。 

５．合否基準： 

１）学科試験；１００ポイント中、８０～１００ポイント取得者をＡ判定、６０～７９ポイント取得者をＢ判定、５９ポイント

以下取得者をＣ判定とする。 

２）指導要領試験；択一式回答方式により試験。１００ポイント中、８０～１００ポイント取得者をＡ判定、６０～７９

ポイント取得者をＢ判定、５９ポイント以下取得者をＣ判定とする。 

  ※ 学科及び指導要領試験、のいずれもが、Ａ判定及びＢ判定であれば〈合格〉とする。 

各科目のうち、１科目でもＣ判定があれば〈不合格〉とする。 

＊ なお、資格を取得するためには、日曜日の学科講習と試験、月曜日の午前･午後の実技講習・特別講習の

すべてに参加しなければならない。 

＊ 月曜日の実技講習・特別講習は、「長拳公認Ｂ・Ｃ級指導員・普及指導員 特別講習会」の受講者 と合同で

行う。 

６．タイムスケジュール：（参加人数、会場等の都合で若干変更になる場合もある） 

 

下記のタイムスケジュールで実施する。 

日曜日  １２：００～１２：１５【１５分】 開講式・諸注意 

１２：２０～１４：２０【１２０分】 学科講習会 

１４：２０～１５：００【４０分】休憩 

１５：００～１５：４５【４５分】学科試験 

１６：３０～１７：３０【６０分】指導要領試験 

１８：００ 解散   

        

  月曜日  ９：００～ ９：１５ 開講・諸注意  挨拶および講師紹介 

         ９：１５～１１：４５ 特別講習会（長拳初級槍術） 

        １１：４５～１３：００ 休憩 

        １３：００～１５：２５ 実技講習（長拳初級槍術） 

                               担当：勝部典子講師（適宜休憩） 

        １５：３０       閉講式・解散   

  

７．実施日程： 

①２０１9 年５月２５日  

       日本連盟から都道府県連盟へ、実施要綱・申込関係書類 送付 

②２０１9 年７月１０日 申請締め切り 

       都道府県連盟から日本連盟へ、 

「受験・受講申請書」〈書式１－ｂ〉〈書式１－ｃ〉、顔写真２枚ずつ（受験者全員分） 

「受験申請者一覧表」〈書式２〉 

「受験申請者一覧表一括送付状」〈書式３〉送付。  

（都道府県連盟はコピーを保管。） 

③２０１9 年７月１０日の締め切り後２週間以内。 

       日本連盟から都道府県連盟へ「受講・受験票」と関係書類を送付。 
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④実施 

 ８月１１・１２日（日・月祝） 

⑤実施後１ヶ月以内 

       日本連盟から都道府県連盟へ、判定通知を送付、登録料納付期限等を案内。  

⑥実施後２ヶ月以内  

       都道府県連盟より日本連盟へ、登録料、「登録確認用紙・登録料一括納付書」〈書式５〉送付。 

⑦実施後３ヶ月以内 

 日本連盟から都道府県連盟へ、「認定証」、「証明書」送付。 

８．実施手続き： 

     ① 実施要綱・申込関係書類 送付； 

日本連盟から都道府県連盟宛に､｢実施要綱」｢受験・受講申請書」〈書式１-ｂ〉〈書式１-ｃ〉、「受験申

請者一覧表」〈書式２〉、「受験申請者一覧表一括送付状」〈書式３〉を送付。 

受験希望者は、受験・受講申請書〈書式１－ｂ〉、〈書式１－ｃ〉と写真２枚（白黒またはカラー、ﾖｺ

2.5×ﾀﾃ 3 ㎝、裏面に本人の氏名を記入）に所定の受験料を添えて所属団体に申請する。 

② 受験申請締め切り； ２０１９年７月１０日 申請締め切り 

１） 都道府県連盟加盟団体は、受講・受験者から提出された「受験・受講申請書」〈書式１－ｂ〉〈書式１

－ｃ〉に記入捺印し、受験申請者一覧表〈書式２〉を作成し、写真２枚とともに、各都道府県連盟が定

める期限までに都道府県連盟に送付する。その際、団体はコピーを保管する。  

２） 都道府県連盟は、加盟団体より送付された「受験・受講申請書」〈書式１－ｂ〉〈書式１－ｃ〉、受験申

請者一覧表〈書式２〉、写真２枚に、「受験申請者一覧表一括送付状」〈書式３〉を添付し、日本連盟に

送付する。都道府県連盟はコピーを保管する。 

③ 「受講・受験票」 送付； 

７月１０日締め切り後、２週間以内に日本連盟から都道府県連盟へ「受講・受験票」と関係書類を送付

する。都道府県連盟は、該当団体または受験・受講者に「受講・受験票」を送付する。  

④ 実施； 

認定委員は、「学科試験問題解答用紙」、「判定結果記入用紙」〈書式４－ｂ〉〈書式４－ｃ〉を実施前に

日本連盟から受領し、実施日に「判定結果記入用紙」〈書式４－ｂ〉〈書式４－ｃ〉に判定結果を記入して日

本連盟に提出する。 

⑤ 合否通知； 

 日本連盟は合否結果一覧を実施１ヶ月以内に都道府県連盟宛に送付し結果を通知する。 

 「登録確認用紙・登録料一括納付書」〈書式５〉を送付し、指導員資格登録料の納付期限を案内する。 

⑥ 登録手続き； 

都道府県連盟は、指定された期限までに、「登録確認用紙・登録料一括納付書」〈書式－５〉を日本連盟

に送付し、指定銀行口座に登録料の合計金額を振り込む。 

     ⑦ 「認定証」、「証明書」； 

       日本連盟は、登録料の納付を確認した後に、おおむね実施３ヶ月以内を目途として、「認定証」、「証明

書」を作成、都道府県連盟に送付し、一連の手続きを完了する。 
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９．受験料・登録料と資格存続期間： 

 

 受講・受験料 登録料 

Ｂ級指導員 １万円 １万５千円 

Ｃ級指導員 １万円 １万円 

 

・存続期間は４年とし、更新登録手続きにより、資格を継続することができる。 

・更新登録料は登録料と同額。 

 

１０．教材： 

 教材として使用する、テキスト増補改訂版『普及用長拳』（B･C 級認定）及びテキスト『初級長拳・入門槍術テ

キスト』（Ｂ級認定のみ）は受講者が事前に加盟団体を通じて各自で購入し、事前学習を行う。教材費は受験

料に含まれない。 

（テキスト増補改訂版『普及用長拳』・『初級長拳・入門棍術テキスト』は日本連盟刊行） 

  「資料」は受験票と一緒に受験者に配布。当日までに熟読すること。 

 

１１．持参するもの： 

 「受講・受験票」、運動着、体育館用シューズ、テキスト、資料、着替え、筆記用具 

  槍（自前で用意すること。貸出用の槍はありません。） 

   当日「受講・受験票」のない者は講習・認定試験を受けることができない。 

 

 

以上 


